
 

県では、台湾への販路拡大を目指す県内企業等を支援するため、台湾最大級の国際総合食品見本市

「FOOD TAIPEI 2026」のジャパンパビリオン内に栃木県ブースを設置します。 

この見本市への出展を通じ、積極的な販路拡大を目指す企業の御応募をお待ちしています。 

 

１ 募集概要  

 ◆見本市名  「FOOD TAIPEI 2026」  

☆ 公式ウェブサイト https://www.foodtaipei.com.tw/en/index.html 

 ◆会  期   2026 年６月 24 日（水）～６月２7 日（土） 

 ◆会  場   台北南港展覧館（Taipei Nangang Exhibition Center） 

 ◆主 催 者   台湾貿易センター（TAITRA） 

 ◆募集対象   次の（１）又は（２）のいずれかに該当し、（３）～（５）の条件を満たす企業・団体 

（１）県内に本社又は事業所を置く中小企業及びその組合等 

（２）県内の農産物等生産者団体又は県産農産物等の輸出に取り組んでいる団体 

（３）日本・台湾間の渡航規制に関わらず、準備日及び会期の全日程で会場の自社ブース 

に常駐できること（台湾に現地法人、代理店又は代理人等を有している企業等） 

（４）本要項に定められた条件を遵守できること 

（５）県が事業効果を把握するために実施する各種調査に協力できること 

 ◆出 品 料    36,250 円/出品 1 単位 

※１企業等あたりの基礎小間の半分の大きさを出品１単位とします。 

（詳細はジェトロ出品案内書を御確認ください） 

※出品料の一部を県が負担しています。 

 ◆募集企業数  ２社 

 ◆出品者負担  出品料の他、旅費、出品物の輸送、追加備品等に要する経費、盗難保険・海外旅行保険・

賠償責任保険等の各種保険料、独自に手配する通訳 等 

         ※詳細は、別添募集要項を御確認ください。 

 

２ 申込方法・期限 

  別添申込フォームを国際経済課宛て、メールにて送付してください。 

  期限：2026年２月17日（火）17：00 必着 

 

３ その他 

・本事業の実施は、ジェトロが設置するジャパンパビリオンへの当県の採択が前提となります。 

・県ブースの出品者として採択された場合、ジェトロへの申込に際し、①ジェトロが運営するオンライ

ンカタログサイト「Japan Street」へ食品見本市に出品する商品の登録②ジャパンパビリオン申込フ

ォームの登録をする必要があります。 

・出品者はジェトロの出品規定を遵守する必要があります。詳細はジェトロホームページで御確認くだ

さい。【ホームページ】https://www.jetro.go.jp/events/afb/fdaafb103ea69196.html 

・出品者は、後日、ジェトロや主催者から要請のある各種報告やアンケート等について、各自で対応し

ていただく必要があります。 

・主催者からの伝達や報告依頼内容について、県は個別に翻訳対応等は行いません。 

・申込状況等によっては、御期待に沿えない場合がございますので、あらかじめ御了承ください。 

 

４ 申込み・問合せ先 
栃木県産業労働観光部国際経済課 国際戦略推進担当 篠原 
TEL（028）623-2198  E-mail  senryaku@pref.tochigi.lg.jp 
 

 

 

県ブースの設置は、県の令和８（2026）年度予算の成立が前提となります。 

募集開始後、内容が変更又は中止となる可能性があることを御了承願います。 
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